
-1-

○
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号

海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整

備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省

令

（
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

交
通
方
法

第
二
章

交
通
方
法

第
一
節
〜
第
四
節

（
略
）

第
一
節
〜
第
四
節

（
略
）

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
（
第
二
十
三

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
（
第
二
十
三

条
の
二
―
第
二
十
三
条
の
四
）

条
の
二
―
第
二
十
三
条
の
四
）

第
六
節

指
定
海
域
に
お
け
る
措
置
（
第
二
十
三
条
の
五
―
第
二
十
三

条
の
七
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
）

（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は

、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に

、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

よ
り
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
港
則
法
（
昭
和

り
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
港
則
法
（
昭
和
二

二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三

十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
）
を
受
け

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
）
を
受

て
工
事
又
は
作
業
を
行
つ
て
お
り
、
当
該
工
事
又
は
作
業
の
性
質
上
接
近

け
て
工
事
又
は
作
業
を
行
つ
て
お
り
、
当
該
工
事
又
は
作
業
の
性
質
上
接

し
て
く
る
他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
と
す
る

近
し
て
く
る
他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
と
す

。

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
追
越
し
の
禁
止
）

（
追
越
し
の
禁
止
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

法
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
海
上
交
通
安
全

２

法
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
海
上
交
通
安
全

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

五
条
に
規
定
す
る
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
緊
急

四
条
に
規
定
す
る
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
緊
急



-3-

用
務
を
行
う
た
め
に
航
路
を
著
し
く
遅
い
速
力
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
、

用
務
を
行
う
た
め
に
航
路
を
著
し
く
遅
い
速
力
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
、

順
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
に
潮
流
の
速
度
を
加
え
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未

順
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
に
潮
流
の
速
度
を
加
え
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未

満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
及
び
逆
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
か
ら
潮
流
の
速

満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
及
び
逆
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
か
ら
潮
流
の
速

度
を
減
じ
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未
満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
と
す
る
。

度
を
減
じ
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未
満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
と
す
る
。

（
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
の
指
定
の
申
請
）

（
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
の
指
定
の
申
請
）

第
十
六
条

令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別

第
十
六
条

令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別

記
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安

記
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安

本
部
長
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
所
轄
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出

本
部
長
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
所
轄
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

所
轄
本
部
長
は
、
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お

２

所
轄
本
部
長
は
、
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
国
籍
証
書
、
船
舶
検
査
証
書

い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
国
籍
証
書
、
船
舶
検
査
証
書

そ
の
他
の
船
舶
に
関
す
る
事
項
を
証
す
る
書
類
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が

そ
の
他
の
船
舶
に
関
す
る
事
項
を
証
す
る
書
類
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

（
緊
急
船
舶
指
定
証
の
交
付
及
び
備
付
け
）

（
緊
急
船
舶
指
定
証
の
交
付
及
び
備
付
け
）

第
十
七
条

令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
緊
急
用
務
の
範
囲
を
定
め

第
十
七
条

令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
緊
急
用
務
の
範
囲
を
定
め

、
そ
の
範
囲
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
緊
急
船
舶
指
定
証
を
交

、
そ
の
範
囲
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
緊
急
船
舶
指
定
証
を
交

付
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
な
う
。

付
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
な
う
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
船
舶
（
以
下
「
緊
急
船
舶
」

２

令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
船
舶
（
以
下
「
緊
急
船
舶
」

と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
緊
急
船
舶
使
用
者
」
と
い
う
。
）

と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
緊
急
船
舶
使
用
者
」
と
い
う
。
）

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
緊
急
船
舶
指
定
証
を
当
該
緊
急

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
緊
急
船
舶
指
定
証
を
当
該
緊
急

船
舶
内
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶
内
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
用
務
を
行
う
場
合
の
灯
火
等
）

（
緊
急
用
務
を
行
う
場
合
の
灯
火
等
）

第
二
十
一
条

令
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
紅
色
の
灯
火
は
、
少

第
二
十
一
条

令
第
五
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
紅
色
の
灯
火
は
、
少

な
く
と
も
二
海
里
の
視
認
距
離
を
有
し
、
一
定
の
間
隔
で
毎
分
百
八
十
回

な
く
と
も
二
海
里
の
視
認
距
離
を
有
し
、
一
定
の
間
隔
で
毎
分
百
八
十
回

以
上
二
百
回
以
下
の
せ
ん
光
を
発
す
る
紅
色
の
全
周
灯
と
す
る
。

以
上
二
百
回
以
下
の
せ
ん
光
を
発
す
る
紅
色
の
全
周
灯
と
す
る
。

２

令
第
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
紅
色
の
標
識
は
、
頂
点
を
上
に

２

令
第
五
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
紅
色
の
標
識
は
、
頂
点
を
上
に
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し
た
紅
色
の
円
す
い
形
の
形
象
物
で
そ
の
底
の
直
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル

し
た
紅
色
の
円
す
い
形
の
形
象
物
で
そ
の
底
の
直
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル

以
上
、
そ
の
高
さ
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

以
上
、
そ
の
高
さ
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置

（
海
上
保
安
庁
長
官
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

（
海
上
保
安
庁
長
官
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
三
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
域

第
二
十
三
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

る
海
域
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に

海
域
と
す
る
。

掲
げ
る
海
域
と
す
る
。

２

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保
安
庁
長

２

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保

官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
も

安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り

の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ

３

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次

る
情
報
と
す
る
。

に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
三
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

第
二
十
三
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

第
二
十
三
条
の
四

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海
上

第
二
十
三
条
の
四

法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、

保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の

海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
節

指
定
海
域
に
お
け
る
措
置

（
新
設
）

（
指
定
海
域
へ
の
入
域
に
関
す
る
通
報
）

第
二
十
三
条
の
五

法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
指
定
海
域
に

（
新
設
）
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入
域
し
よ
う
と
す
る
船
舶
が
当
該
指
定
海
域
と
他
の
海
域
と
の
境
界
線
を

横
切
る
時
に
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ

Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
船
舶
が
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
作
動
さ
せ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

法
第
三
十
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
（
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
当
該
簡

易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
限
る

。
）
と
す
る
。

一

船
舶
の
名
称
及
び
長
さ

二

船
舶
の
呼
出
符
号

三

仕
向
港
の
定
ま
つ
て
い
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
仕
向
港

四

船
舶
の
喫
水

五

通
報
の
時
点
に
お
け
る
船
舶
の
位
置

（
非
常
災
害
発
生
周
知
措
置
が
と
ら
れ
た
際
の
海
上
保
安
庁
長
官
に
よ
る

情
報
の
提
供
）

第
二
十
三
条
の
六

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は

（
新
設
）

、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電

話
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲

げ
る
情
報
と
す
る
。

一

非
常
災
害
の
発
生
の
状
況
に
関
す
る
情
報

二

船
舶
交
通
の
制
限
の
実
施
に
関
す
る
情
報

三

船
舶
の
沈
没
、
航
路
標
識
の
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
船
舶
交
通
の
障

害
で
あ
つ
て
、
指
定
海
域
内
船
舶
の
航
行
の
安
全
に
著
し
い
支
障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
発
生
に
関
す
る
情
報

四

指
定
海
域
内
船
舶
が
、
船
舶
の
び
よ
う
泊
に
よ
り
著
し
く
混
雑
す
る

海
域
、
水
深
が
著
し
く
浅
い
海
域
そ
の
他
の
指
定
海
域
内
船
舶
が
航
行
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の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
域
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
海
域
に
関
す
る
情
報

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
海
域
内
船
舶
が
航
行
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
聴
取
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

（
非
常
災
害
発
生
周
知
措
置
が
と
ら
れ
た
際
の
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場

合
）

第
二
十
三
条
の
七

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場

（
新
設
）

合
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
を
備
え
て
い
な
い
場
合

二

電
波
の
伝
搬
障
害
等
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
困
難

な
場
合

三

他
の
船
舶
等
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
つ
て
い
る
場
合

第
三
章

危
険
の
防
止

第
三
章

危
険
の
防
止

（
許
可
を
要
し
な
い
行
為
）

（
許
可
を
要
し
な
い
行
為
）

第
二
十
四
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
二
十
四
条

法
第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

（
許
可
の
申
請
）

（
許
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
当
該
申
請
に
係
る
行
為
に

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
二
通
を
当
該
申
請
に
係
る
行
為
に
係

係
る
場
所
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
部
の
長
を
経
由
し
て
管
区
海
上
保
安
本

る
場
所
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
部
の
長
を
経
由
し
て
管
区
海
上
保
安
本
部

部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲

八

法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ

げ
る
事
項

る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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九

法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行

九

法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
為

為
に
係
る
工
作
物
の
概
要

に
係
る
工
作
物
の
概
要

２

（
略
）

２

（
略
）

（
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

（
届
出
を
要
し
な
い
行
為
）

第
二
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
二
十
六
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
届
出
）

（
届
出
）

第
二
十
七
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す

第
二
十
七
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
二
通
を
当
該
届
出
に
係

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
二
通
を
当
該
届
出
に
係

る
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海

る
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海

上
保
安
航
空
基
地
の
長
を
経
由
し
て
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
提
出
し
な

上
保
安
航
空
基
地
の
長
を
経
由
し
て
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十

三

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十

五
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

五
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

四

法
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十

四

法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
二
十

五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
海
難
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
）

（
海
難
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
）

第
二
十
八
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
応
急
の
措
置
は
、
次

第
二
十
八
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
応
急
の
措
置
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
船
舶
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
有
効
か
つ
適

に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
船
舶
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
有
効
か
つ
適

切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

第
二
十
九
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
当
該
海
難

第
二
十
九
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
当
該
海
難
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の
発
生
し
た
海
域
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上

の
発
生
し
た
海
域
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上

保
安
航
空
基
地
の
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
安
航
空
基
地
の
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
路
等
を
示
す
航
路
標
識
の
設
置
）

（
航
路
等
を
示
す
航
路
標
識
の
設
置
）

第
三
十
条

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
航
路
標
識
を
設
置
す
る
場
合
は

第
三
十
条

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
航
路
標
識
を
設
置
す
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
図
る
た
め

、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
図
る
た
め

適
切
な
位
置
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

適
切
な
位
置
に
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
二
条

法
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
法
第

第
三
十
二
条

法
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
法
第

二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
三
十
条
第
一
項
並
び
に
法
第
三
十
一

二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
法
第

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当

二
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の

該
航
路
の
所
在
す
る
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ

権
限
は
、
当
該
航
路
の
所
在
す
る
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部

る
。

長
に
行
わ
せ
る
。

２

法
第
三
十
二
条
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
五
条
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
指
定
海
域
を
管
轄
す
る
管
区

海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

３

法
第
三
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
法
第
三
十
七

２

法
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
法
第
三
十
一
条

条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
海
上

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保

保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
管
区
海
上

安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
行
為
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保

保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

４

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
海

３

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
海

難
が
発
生
し
た
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

難
が
発
生
し
た
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

５

（
略
）

４

（
略
）

６

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
権
限
は
、
当
該
指

（
新
設
）

定
海
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

７

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
当
該
各
号
に

５

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
当
該
各
号
に

掲
げ
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
、
海
上
保
安
航
空
基
地
又
は
海
上

掲
げ
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
、
海
上
保
安
航
空
基
地
又
は
海
上

交
通
セ
ン
タ
ー
の
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

交
通
セ
ン
タ
ー
の
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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一

法
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
三
十
条

一

法
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
九

第
一
項
並
び
に
法
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権

条
の
二
第
一
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

限

定
に
よ
る
権
限

イ
〜
ホ

（
略
）

イ
〜
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

法
第
三
十
二
条
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
法
第
三
十
五
条
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
る
権
限

東
京
湾
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

四

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

当
該
海
難
が
発
生
し
た
海
域

三

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

当
該
海
難
が
発
生
し
た
海
域

を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
航
空
基
地

を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
航
空
基
地

別
表
第
三
（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

航
路
の
名
称

海
域

航
路
の
名
称

海
域

浦
賀
水
道
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第

浦
賀
水
道
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第

中
ノ
瀬
航
路

一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
二
十
号
に
掲
げ
る
地

中
ノ
瀬
航
路

一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
十
三
号
に
掲
げ
る
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航

路
を
除
く
。
）

路
を
除
く
。
）

一

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
海
ほ
た
る
灯
（
北

（
新
設
）

緯
三
十
五
度
二
十
七
分
五
十
二
秒
東
経
百
三

十
九
度
五
十
二
分
二
十
八
秒
）
か
ら
二
十
八

度
三
十
分
九
千
五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
海
ほ
た
る
灯
か
ら

（
新
設
）

三
十
九
度
七
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

木
更
津
港
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十
五

一

木
更
津
港
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十
五

度
二
十
二
分
三
十
七
秒
東
経
百
三
十
九
度
五

度
二
十
二
分
三
十
七
秒
東
経
百
三
十
九
度
五

十
一
分
四
十
秒
）
か
ら
三
百
二
十
六
度
三
十

十
一
分
四
十
秒
）
か
ら
四
十
九
度
四
千
八
百

分
七
千
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
九
十
度
八

千
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〜
九

（
略
）

二
〜
七

（
略
）
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十

洲
埼
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
五
十
八
分
三

（
新
設
）

十
一
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
五
分
二
十
七

秒
）
か
ら
二
十
五
度
七
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

洲
埼
灯
台
か
ら
三
百
三
十
八
度
三
十
分

（
新
設
）

二
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

剱
埼
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
八
分
二
十

（
新
設
）

九
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
分
三
十
七
秒
）

か
ら
百
五
十
八
度
千
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
十
三
〜
十
七

（
略
）

八
〜
十
二

（
略
）

十
八

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
九
十
九

十
三

十
五
号
地
南
信
号
所
（
北
緯
三
十
五
度

度
三
十
分
四
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六
分
五
十
秒
東
経
百
三
十
九
度
五
十
分

五
秒
）
か
ら
四
十
八
度
四
千
五
百
八
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点
か
ら
百
九
十
九
度
五
千
三
百
七

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
九
十
度
一
万
六

百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
三
十
三
度

九
千
三
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三

（
新
設
）

十
五
度
二
十
九
分
四
十
一
秒
東
経
百
三
十
九

度
四
十
六
分
五
十
九
秒
）
か
ら
八
十
度
三
十

分
四
千
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十

十
五
号
地
南
信
号
所
（
北
緯
三
十
五
度

（
新
設
）

三
十
六
分
五
十
秒
東
経
百
三
十
九
度
五
十
分

五
秒
）
か
ら
百
四
十
二
度
二
千
六
百
六
十
メ

ー
ト
ル
の
地
点

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
記
様
式

（Ａ
４

）

別
記
様
式

（Ａ
４

）
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緊
急
船
舶
指
定
申
請
書

緊
急
船
舶
指
定
申
請
書

（略

）

（略

）

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
き

次
の
と
お
り
申
請

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
き

次
の
と
お
り
申
請

、
、

し
ま
す

。

し
ま
す

。

（略
）

（略

）
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（
港
則
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標

記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
八
条
の
三

法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
交
通

第
八
条
の
三

法
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
交
通

が
著
し
く
混
雑
す
る
特
定
港
は
、
千
葉
港
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日

が
著
し
く
混
雑
す
る
特
定
港
は
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
（
第

市
港
（
第
一
航
路
及
び
午
起
航
路
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

一
航
路
及
び
午
起
航
路
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
阪

。
）
、
阪
神
港
（
尼
崎
西
宮
芦
屋
区
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

神
港
（
尼
崎
西
宮
芦
屋
区
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

じ
。
）
及
び
関
門
港
（
響
新
港
区
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

び
関
門
港
（
響
新
港
区
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

。
）
と
し
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
ト
ン
数
は
、
千
葉
港
、
京

、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
ト
ン
数
は
、
京
浜
港
、
名
古
屋
港
、

浜
港
、
名
古
屋
港
、
四
日
市
港
及
び
阪
神
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数
五
百

四
日
市
港
及
び
阪
神
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
、
関
門
港
に
お

ト
ン
、
関
門
港
に
お
い
て
は
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
と
す
る
。

い
て
は
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
と
す
る
。

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
（
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場

第
十
五
条

法
第
二
十
九
条
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
私
設
信
号
の
目
的
、
方

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
私
設
信
号
の
目
的

法
及
び
内
容
並
び
に
使
用
期
間
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば

、
方
法
及
び
内
容
並
び
に
使
用
期
間
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り
し
な
け

な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用

第
十
六
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
工
事
又
は
作
業

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
工
事
又
は

の
目
的
、
方
法
、
期
間
及
び
区
域
又
は
場
所
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り

作
業
の
目
的
、
方
法
、
期
間
及
び
区
域
又
は
場
所
を
記
載
し
た
申
請
書
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
交
通
の
制
限
等
）

（
船
舶
交
通
の
制
限
等
）

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
一
項
（
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
路
並
び
に
法

定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
路

第
三
十
八
条
第
四
項
（
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を

並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
三
第
四
項
（
法
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ

含
む
。
）
の
信
号
所
の
位
置
並
び
に
信
号
の
方
法
及
び
意
味
は
、
別
表
第

り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
信
号
所
の
位
置
並
び
に
信
号
の
方
法
及

四
の
と
お
り
と
す
る
。

び
意
味
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
水
路
は
、
次
の
各

（
新
設
）

号
に
掲
げ
る
港
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

千
葉
港

千
葉
航
路
及
び
市
原
航
路

二

京
浜
港

東
京
東
航
路
、
東
京
西
航
路
、
鶴
見
航
路
、
京
浜
運
河
、

川
崎
航
路
及
び
横
浜
航
路

三

名
古
屋
港

東
水
路
、
西
水
路
及
び
北
水
路

３

法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶

（
新
設
）

の
運
航
に
関
し
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

水
路
を
航
行
す
る
予
定
時
刻
を
変
更
す
る
こ
と
。

二

船
舶
局
の
あ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
水
路
入
航
予
定
時
刻
の
三
時
間

前
か
ら
当
該
水
路
か
ら
水
路
外
に
出
る
と
き
ま
で
の
間
に
お
け
る
海
上

保
安
庁
と
の
連
絡
を
保
持
す
る
こ
と
。

三

当
該
船
舶
の
進
路
を
警
戒
す
る
船
舶
又
は
航
行
を
補
助
す
る
船
舶
を

配
備
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
船
舶
の
運
航
に
関
し
必
要
と

認
め
ら
れ
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
港
長
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

（
港
長
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
条
の
三

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路

第
二
十
条
の
三

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

及
び
当
該
航
路
の
周
辺
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
港
内
の
区
域
は

航
路
及
び
当
該
航
路
の
周
辺
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
港
内
の
区

、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

域
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保
安
庁

２

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保

長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り
行
う

安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り

も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲

３

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次

げ
る
情
報
と
す
る
。

に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

第
二
十
条
の
四

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

第
二
十
条
の
四

法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

第
二
十
条
の
五

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海
上
保

第
二
十
条
の
五

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海

安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他

上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

（
法
第
三
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

第
二
十
条
の
六

法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務

第
二
十
条
の
六

法
第
三
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の

所
は
、
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

事
務
所
は
、
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四

第
百
十
八
条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安

号
）
第
百
十
八
条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上

航
空
基
地
と
す
る
。

保
安
航
空
基
地
と
す
る
。

（
指
定
港
非
常
災
害
発
生
周
知
措
置
が
と
ら
れ
た
際
の
海
上
保
安
庁
長
官

に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
条
の
七

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、

（
新
設
）

海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲

げ
る
情
報
と
す
る
。

一

非
常
災
害
の
発
生
の
状
況
に
関
す
る
情
報

二

船
舶
交
通
の
制
限
の
実
施
に
関
す
る
情
報

三

船
舶
の
沈
没
、
航
路
標
識
の
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
船
舶
交
通
の
障

害
で
あ
っ
て
、
指
定
港
内
船
舶
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
で
規
定
す
る

船
舶
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
航
行
の
安
全
に
著

し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
発
生
に
関
す
る
情
報

四

指
定
港
内
船
舶
が
、
船
舶
の
び
ょ
う
泊
に
よ
り
著
し
く
混
雑
す
る
海

域
、
水
深
が
著
し
く
浅
い
海
域
そ
の
他
の
指
定
港
内
船
舶
が
航
行
の
安

全
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
域
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
海
域
に
関
す
る
情
報
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五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
港
内
船
舶
が
航
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
聴
取
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

（
指
定
港
非
常
災
害
発
生
周
知
措
置
が
と
ら
れ
た
際
の
情
報
の
聴
取
が
困

難
な
場
合
）

第
二
十
条
の
八

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
を
備
え
て
い
な
い
場
合

二

電
波
の
伝
搬
障
害
等
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
困
難

な
場
合

三

他
の
船
舶
等
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
っ
て
い
る
場
合

（
職
権
の
委
任
）

第
二
十
条
の
九

法
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

る
海
上
保
安
庁
長
官
の
職
権
は
、
当
該
指
定
港
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
管

区
海
上
保
安
本
部
長
に
行
わ
せ
る
。

２

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
職
権
は
、
当
該
指

定
港
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

３

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
法
第
四
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
職
権
を
東
京
湾
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
の
長
に
行
わ
せ
る

も
の
と
す
る
。

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
三
条
の
二

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
（
原
油
、
液
化
石
油

第
二
十
三
条
の
二

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
（
原
油
、
液
化
石
油

ガ
ス
若
し
く
は
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
り
測
定
し
た
引
火
点
が
摂
氏

ガ
ス
若
し
く
は
密
閉
式
引
火
点
測
定
器
に
よ
り
測
定
し
た
引
火
点
が
摂
氏

二
十
三
度
未
満
の
液
体
を
積
載
し
て
い
る
も
の
又
は
引
火
性
若
し
く
は
爆

二
十
三
度
未
満
の
液
体
を
積
載
し
て
い
る
も
の
又
は
引
火
性
若
し
く
は
爆

発
性
の
蒸
気
を
発
す
る
物
質
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
い
、
火
災
若
し

発
性
の
蒸
気
を
発
す
る
物
質
を
荷
卸
し
後
ガ
ス
検
定
を
行
い
、
火
災
若
し

く
は
爆
発
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
に
限

く
は
爆
発
の
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
船
長
が
確
認
し
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は

る
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は



-17-

、
鹿
島
水
路
を
航
行
し
て
鹿
島
港
に
入
航
し
、
又
は
鹿
島
港
を
出
航
し
よ

、
鹿
島
水
路
を
航
行
し
て
鹿
島
港
に
入
航
し
、
又
は
鹿
島
港
を
出
航
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項

う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
鹿
島

同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は

水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

鹿
島
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日

き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予

又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
四
条

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数

第
二
十
四
条

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数

千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
千
葉
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航

千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
千
葉
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は

項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ

当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す

き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予

る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入

定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ

航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な

ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン

２

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン

）
以
上
の
船
舶
は
、
市
原
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う

）
以
上
の
船
舶
は
、
市
原
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第

と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同

三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当

路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ

該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又

に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定

は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば

な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

長
さ
百
五
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）

２

長
さ
百
五
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
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以
上
の
船
舶
は
、
東
京
東
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う

以
上
の
船
舶
は
、
東
京
東
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第

と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同

三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当

路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ

該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又

に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定

は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば

な
い
。

な
ら
な
い
。

３

長
さ
三
百
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
）

３

長
さ
三
百
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
）

以
上
の
船
舶
は
、
東
京
西
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う

以
上
の
船
舶
は
、
東
京
西
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第

と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同

三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当

路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ

該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又

に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定

は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら

日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば

な
い
。

な
ら
な
い
。

４

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を

４

総
ト
ン
数
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を

航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
川
崎
第
一
区
及
び
横
浜
第
四
区
に
お
い
て
移
動

航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
川
崎
第
一
区
及
び
横
浜
第
四
区
に
お
い
て
移
動

し
（
京
浜
運
河
以
外
の
水
域
内
に
お
い
て
移
動
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、

し
（
京
浜
運
河
以
外
の
水
域
内
に
お
い
て
移
動
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、

若
し
く
は
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す

若
し
く
は
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号

る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第

に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当

三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ

該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
移
動
し
、
又
は
出
航
し
よ

れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
移
動
し
、
又
は
出
航

う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、

ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通

そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）

５

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）

以
上
の
船
舶
は
、
横
浜
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と

以
上
の
船
舶
は
、
横
浜
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三

す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項

号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航
路

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該

入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ

航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
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て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は

あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日

運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
九
条
の
三

長
さ
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総

第
二
十
九
条
の
三

長
さ
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総

ト
ン
数
五
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
高
潮
防
波
堤
東
信
号
所
か
ら
二
百

ト
ン
数
五
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
高
潮
防
波
堤
東
信
号
所
か
ら
二
百

十
二
度
三
十
分
三
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十

十
二
度
三
十
分
三
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十

分
に
引
い
た
線
と
東
航
路
西
側
線
屈
曲
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十
分
に
引

分
に
引
い
た
線
と
東
航
路
西
側
線
屈
曲
点
か
ら
百
二
十
三
度
三
十
分
に
引

い
た
線
と
の
間
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
東
水

い
た
線
と
の
間
の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
東
水

路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ

は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に

る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
東
水
路
入
口
付
近
に

掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
東
水
路
入
口
付

達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開

近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運

始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予

航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開

定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

長
さ
百
七
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
五
千
ト

２

長
さ
百
七
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
五
千
ト

ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
水
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出

ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
水
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て

事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ

は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ

っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航

う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、

ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通

そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
二
十
九
条
の
五

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
航
路
を
航

第
二
十
九
条
の
五

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
航
路
を
航
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行
し
て
入
航
し
、
又
は
第
一
航
路
若
し
く
は
午
起
航
路
を
航
行
し
て
出
航

行
し
て
入
航
し
、
又
は
第
一
航
路
若
し
く
は
午
起
航
路
を
航
行
し
て
出
航

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は

項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ

第
一
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

て
は
第
一
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す

き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予

る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入

定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ

航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な

ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
三
十
三
条

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
大
船
橋
以
西
の
木
津

第
三
十
三
条

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
大
船
橋
以
西
の
木
津

川
運
河
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第

川
運
河
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第

三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は

三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
木
津
川
運
河
入
口
付
近
に
達
す

項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
木
津
川
運
河
入
口
付
近
に

る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予

達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開

定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日

始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予

の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
号
の
地
点
か
ら
第
三
号
の

２

総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
第
一
号
の
地
点
か
ら
第
三
号
の

地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
四
号
の
地
点
か
ら
第
六
号
の
地
点
ま

地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
四
号
の
地
点
か
ら
第
六
号
の
地
点
ま

で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
の
間
の
海
面
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に

で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
の
間
の
海
面
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に

お
い
て
「
南
港
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し

お
い
て
「
南
港
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
南

（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て

港
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
南
港
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る

に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定

と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航

日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば

予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け

な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

３

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
堺
信
号
所
か
ら
三
百
一
度
二
千

３

総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
堺
信
号
所
か
ら
三
百
一
度
二
千

五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
十
九
度
に
引
い
た
線
以
東
の
堺
航
路

五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
十
九
度
に
引
い
た
線
以
東
の
堺
航
路
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（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
堺
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航

（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
堺
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航

行
し
て
堺
泉
北
第
二
区
若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
に
入
航
し
、
又
は
堺
泉

行
し
て
堺
泉
北
第
二
区
若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
に
入
航
し
、
又
は
堺
泉

北
第
二
区
若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法

北
第
二
区
若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法

第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
堺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る

事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
堺
水
路
入
口
付
近
に
達

予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定

す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始

時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の

予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定

前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
浜
寺
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
二

４

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
浜
寺
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
二

度
四
十
分
二
千
七
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
八
十
一
度
に
引
い

度
四
十
分
二
千
七
百
五
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
八
十
一
度
に
引
い

た
線
以
東
の
浜
寺
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
浜
寺

た
線
以
東
の
浜
寺
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
浜
寺

水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲

き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号

げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
浜
寺
水
路
入
口
付

に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
浜
寺
水
路
入

近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運

口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て

航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開

は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運

始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

５

総
ト
ン
数
四
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶

５

総
ト
ン
数
四
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶

は
、
神
戸
中
央
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

は
、
神
戸
中
央
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲

き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号

げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航
路
入
口
付

に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航
路
入

近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運

口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て

航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開

は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運

始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
三
十
三
条
の
二

長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
は
、
港
内
航
路
を
航

第
三
十
三
条
の
二

長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
は
、
港
内
航
路
を
航
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行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第

行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の

二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ

三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航

う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時

し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る

刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と

。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま

す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正

で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
四
十
条

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
三
千
ト
ン
）
以

第
四
十
条

総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
三
千
ト
ン
）
以

上
の
船
舶
は
、
早
鞆
瀬
戸
水
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三

上
の
船
舶
は
、
早
鞆
瀬
戸
水
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三

十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、

十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

早
鞆
瀬
戸
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
通
航
予
定

は
、
早
鞆
瀬
戸
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
通
航

日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
若
松
港
口
信
号
所
か
ら
百
八
十

２

総
ト
ン
数
三
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
若
松
港
口
信
号
所
か
ら
百
八
十

四
度
三
十
分
千
三
百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
四
十
九
度
に
引

四
度
三
十
分
千
三
百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
四
十
九
度
に
引

い
た
線
以
西
の
若
松
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
若

い
た
線
以
西
の
若
松
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
若

松
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
若
松
水
路
若
し
く
は

松
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
若
松
水
路
若
し
く
は

奥
洞
海
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条

奥
洞
海
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し

の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入

よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
若
松
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
若
松
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定

と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す

時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻

る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午

と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日

ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
四
十
三
条

総
ト
ン
数
千
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
五
百
ト
ン
）
以

第
四
十
三
条

総
ト
ン
数
千
ト
ン
（
油
送
船
に
あ
っ
て
は
、
五
百
ト
ン
）
以

上
の
船
舶
は
、
高
知
港
御
畳
瀬
灯
台
（
北
緯
三
十
三
度
三
十
分
二
十
六
秒

上
の
船
舶
は
、
高
知
港
御
畳
瀬
灯
台
（
北
緯
三
十
三
度
三
十
分
二
十
六
秒

東
経
百
三
十
三
度
三
十
三
分
三
十
四
秒
）
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線
以
南

東
経
百
三
十
三
度
三
十
三
分
三
十
四
秒
）
か
ら
九
十
度
に
引
い
た
線
以
南
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の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
高
知
水
路
」
と
い
う

の
航
路
（
以
下
こ
の
項
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
高
知
水
路
」
と
い
う

。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三

。
）
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三

十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、

十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
高
知
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予

は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
高
知
水
路
入
口
付
近
に
達
す

定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時

る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予

刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前

定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日

日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
四
十
六
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
金
比
羅
山
山
頂
（
百

第
四
十
六
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
金
比
羅
山
山
頂
（
百

一
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
高
崎
鼻
ま
で
引
い
た
線
以
西
の
航
路
（
以
下
こ
の
項

一
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
高
崎
鼻
ま
で
引
い
た
線
以
西
の
航
路
（
以
下
こ
の
項

及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
佐
世
保
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入

及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
佐
世
保
水
路
」
と
い
う
。
）
を
航
行
し
て
入

航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各
号

航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る

各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と

と
き
に
あ
っ
て
は
佐
世
保
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出

す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
佐
世
保
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を

、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港

）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で

長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

（
航
行
に
関
す
る
注
意
）

第
五
十
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
那
覇
水
路
を
航
行
し
て

第
五
十
条

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
は
、
那
覇
水
路
を
航
行
し
て

入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
八
条
第
二
項
各

入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う

る
と
き
に
あ
っ
て
は
那
覇
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出

と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
那
覇
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し

航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を

、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港

）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で

長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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別
表
第
五
（
第
二
十
条
の
三
関
係
）

別
表
第
五
（
第
二
十
条
の
三
関
係
）

港
の
名
称

航
路

特
定
港
内
の
区
域

港
の
名
称

航
路

特
定
港
内
の
区
域

千
葉

千
葉
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

京
浜

横
浜
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

及
び
市
原

第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
十
三
号
に
掲
げ

第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
五
十
六
号
に
掲

航
路

る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

面
（
航
路
を
除
く
。
）

海
面
（
航
路
を
除
く
。
）

一

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
海
ほ
た
る
灯
（

一

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十

北
緯
三
十
五
度
二
十
七
分
五
十
二
秒
東
経

五
度
二
十
六
分
五
十
三
秒
東
経
百
三
十
九

百
三
十
九
度
五
十
二
分
二
十
八
秒
）
か
ら

度
四
十
一
分
三
十
八
秒
）
か
ら
百
六
十
二

二
十
八
度
三
十
分
九
千
五
百
四
十
メ
ー
ト

度
三
十
分
四
千
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地

ル
の
地
点

点

二

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
十
八
度
三
十
分

二

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
七
十

四
千
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
度
三
十
分
五
千
九
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の

三

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
四
十
五
度
三
十

地
点

分
四
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
七
十

四

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
六
十
二
度
五
千

一
度
三
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
八
十

五

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
六
十
六
度
三
十

七
度
二
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

分
五
千
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
八
十

六

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
五
十
三
度
三
十

一
度
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

分
三
千
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
九
十

七

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
八
十
七
度
三
十

二
度
千
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

分
三
千
五
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
八
十

八

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
百
二
十
六
度
三

八
度
千
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
分
三
千
三
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百
十

九

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
百
三
十
一
度
二

五
度
三
十
分
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

千
五
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百
十
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十

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
百
六
十
三
度
三

五
度
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
分
三
千
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百
二

十
一

千
葉
灯
標
信
号
所
か
ら
二
百
二
十
度

十
四
度
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
分
二
千
七
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

十
二

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
海
ほ
た
る
灯

二
十
二
度
三
十
分
九
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の

か
ら
五
十
四
度
九
千
五
百
二
十
メ
ー
ト
ル

地
点

の
地
点

十
二

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

十
三

東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
海
ほ
た
る
灯

三
十
二
度
九
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

か
ら
三
十
九
度
七
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル

十
三

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

の
地
点

二
十
八
度
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
七
十

京
浜

東
京
東
航

第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点

四
度
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

路
及
び
東

を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る

十
五

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
七
十

京
西
航
路

地
点
と
第
十
三
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん

度
三
十
分
千
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
の
う
ち
第
十
四

十
六

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
九
十

号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に

二
度
三
十
分
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
十

十
七

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
八
十

四
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
二
十
四
号
に
掲
げ

五
度
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

十
八

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
九
十

面
以
外
の
海
面
（
航
路
を
除
く
。
）

九
度
六
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一

羽
田
船
舶
信
号
所
か
ら
百
度
三
十
分
千

十
九

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
九
十

四
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
度
三
十
分
三
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

羽
田
船
舶
信
号
所
か
ら
三
百
十
五
度
四

二
十

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百
二

千
七
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
八
度
三
十
分
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地

三

青
海
信
号
所
か
ら
百
六
十
三
度
三
千
七

点

百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

四

青
海
信
号
所
か
ら
百
八
十
五
度
二
千
百

二
十
一
度
六
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

五

青
海
信
号
所
か
ら
百
五
十
一
度
千
九
百

二
十
九
度
三
十
分
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の

四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

地
点
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六

青
海
信
号
所
か
ら
百
十
三
度
千
七
百
二

二
十
三

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一
度
千
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

青
海
信
号
所
か
ら
八
十
六
度
三
十
分
二

二
十
四

横
浜
北
水
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
五

千
八
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
二
十
七
分
三
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度

八

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
三

三
十
九
分
三
十
秒
）
か
ら
百
五
十
二
度
千

度
千
五
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
一

二
十
五

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
六
十
度

度
八
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
分
千
二
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
三
百
十
六
度

二
十
六

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
八
十
度

三
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
五
十

二
十
七

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
七
十
六

四
度
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
六
十
三

二
十
八

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
八
十
七

度
二
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
五
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
四
十
二

二
十
九

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
八
十
七

度
二
千
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

羽
田
船
舶
信
号
所
か
ら
三
百
五
十
六

三
十

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
九
十
一
度

度
二
千
九
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
分
千
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
五

羽
田
船
舶
信
号
所
か
ら
三
百
四
十
二

三
十
一

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
四
十

度
四
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
度
三
十
分
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
六

青
海
信
号
所
か
ら
百
四
十
八
度
三
千

三
十
二

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
五
十

百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
度
千
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

青
海
信
号
所
か
ら
百
五
十
二
度
三
千

三
十
三

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
七
十

百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
度
三
十
分
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地

十
八

青
海
信
号
所
か
ら
百
五
十
五
度
二
千

点

六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
四

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
一
度

十
九

青
海
信
号
所
か
ら
百
十
度
三
十
分
二

千
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

千
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
九
度

二
十

青
海
信
号
所
か
ら
九
十
三
度
三
千
七

三
十
分
千
五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
六
十
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二
十
一

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
四

四
度
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九
度
九
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
八
十
五
度

二
十
二

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
八
十

五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
度
三
十
分
千
五
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地

三
十
八

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
度
三
十

点

分
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
三

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
七
十

三
十
九

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
五
十

八
度
三
十
分
三
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の

二
度
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

地
点

四
十

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
三
十
七

二
十
四

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
八
十

度
千
八
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
四
千
三
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
一

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
三
十

八
度
千
八
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

川
崎
航
路

第
一
号
か
ら
第
六
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

四
十
二

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
十
二
度

、
鶴
見
航

点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ

三
十
分
千
九
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

路
及
び
横

る
地
点
と
第
六
十
四
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を

四
十
三

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
四
十
六
度

浜
航
路

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
の
う
ち
第

三
十
分
千
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
五
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
第
八
十
五
号

四
十
四

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
三
百

ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及

二
十
二
度
七
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

び
第
六
十
五
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
八
十
五

四
十
五

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
三
百

号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

五
十
九
度
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ま
れ
た
海
面
、
第
八
十
六
号
に
掲
げ
る
地
点

四
十
六

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

か
ら
第
八
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順

九
十
五
度
三
十
分
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地

次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
八
十
六
号
に
掲
げ
る

点

地
点
と
第
八
十
九
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結

四
十
七

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
二

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
並
び
に
第
九

十
一
度
三
十
分
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
第
九
十
三
号
ま
で

四
十
八

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
三
十

に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第

九
度
三
十
分
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
九
十
三
号
に
掲

四
十
九

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二

げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

十
五
度
三
十
分
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
面
以
外
の
海
面
（
航
路
を
除
く
。
）

五
十

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

一

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十

九
十
四
度
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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五
度
二
十
六
分
五
十
三
秒
東
経
百
三
十
九

五
十
一

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百

度
四
十
一
分
三
十
八
秒
）
か
ら
百
六
十
二

三
十
一
度
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

度
三
十
分
四
千
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地

五
十
二

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
二

点

百
二
十
九
度
三
十
分
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地

二

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
七
十

点

三
度
三
十
分
五
千
九
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の

五
十
三

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
百

地
点

三
十
五
度
三
十
分
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の

三

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
七
十

地
点

一
度
三
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
四

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
百

四

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
八
十

三
十
七
度
三
十
分
七
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の

七
度
二
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

地
点

五

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
八
十

五
十
五

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
百

一
度
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七
度
三
十
分
千
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル

六

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
九
十

の
地
点

二
度
千
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
六

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
九

七

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
八
十

十
九
度
三
十
分
四
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
度
千
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百
十

五
度
三
十
分
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百
十

五
度
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百
二

十
四
度
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

二
十
二
度
三
十
分
九
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

十
二

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

三
十
二
度
九
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

二
十
八
度
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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十
四

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
七
十

四
度
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
五

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
七
十

度
三
十
分
千
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
六

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
九
十

二
度
三
十
分
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
八
十

五
度
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
八

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
九
十

九
度
六
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
九
十

六
度
三
十
分
三
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百
二

十
八
度
三
十
分
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
二
十
一

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

二
十
一
度
六
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

二
十
九
度
三
十
分
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

二
十
三

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

二
十
一
度
千
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
四

横
浜
北
水
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
五

度
二
十
七
分
三
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度

三
十
九
分
三
十
秒
）
か
ら
百
五
十
二
度
千

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
六
十
度

三
十
分
千
二
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
八
十
度

九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点



-30-

二
十
七

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
七
十
六

度
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
八

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
八
十
七

度
五
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
八
十
七

度
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
百
九
十
一
度

三
十
分
千
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
一

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
四
十

四
度
三
十
分
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
二

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
五
十

一
度
千
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
三

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
七
十

六
度
三
十
分
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
三
十
四

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
一
度

千
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
九
度

三
十
分
千
五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
百
六
十

四
度
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
八
十
五
度

五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
八

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
度
三
十

分
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
九

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
五
十

二
度
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
三
十
七

度
千
八
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
一

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
三
百
三
十
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八
度
千
八
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
二

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
二
十
二
度

三
十
分
千
九
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
三

横
浜
北
水
堤
灯
台
か
ら
四
十
六
度

三
十
分
千
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
四

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
三
百

二
十
二
度
七
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
五

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
三
百

五
十
九
度
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
六

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
百

九
十
五
度
三
十
分
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
四
十
七

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
百
二

十
一
度
三
十
分
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
八

横
浜
外
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
三
十

九
度
三
十
分
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
九

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二

十
五
度
三
十
分
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
百

九
十
四
度
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
一

横
浜
大
黒
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百

三
十
一
度
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
二

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
二

百
二
十
九
度
三
十
分
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地

点
五
十
三

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
百

三
十
五
度
三
十
分
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

五
十
四

鶴
見
信
号
所
か
ら
百
六
十
六
度
三

十
分
二
千
五
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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五
十
五

鶴
見
信
号
所
か
ら
百
八
十
六
度
千

八
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
六

鶴
見
信
号
所
か
ら
二
百
八
度
三
十

分
千
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
七

鶴
見
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
三
度

千
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
八

鶴
見
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
三
度

六
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
九

川
崎
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
四
度

三
十
分
二
千
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十

川
崎
信
号
所
か
ら
三
百
三
度
五
百
九

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
一

川
崎
信
号
所
か
ら
二
百
二
度
七
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
二

川
崎
信
号
所
か
ら
百
三
十
度
三
十

分
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
三

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら

八
十
度
三
十
分
四
千
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

六
十
四

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
九

十
九
度
三
十
分
四
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
五

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
三

十
一
度
三
十
分
八
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
六
十
六

鶴
見
信
号
所
か
ら
百
四
十
三
度
六

百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
七

鶴
見
信
号
所
か
ら
百
七
十
一
度
七

百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
八

鶴
見
信
号
所
か
ら
百
九
十
四
度
三

十
分
三
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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六
十
九

鶴
見
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
六
度

三
十
分
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十

鶴
見
信
号
所
か
ら
二
十
二
度
三
十
分

二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
一

鶴
見
信
号
所
か
ら
五
十
一
度
三
十

分
九
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
二

鶴
見
信
号
所
か
ら
四
十
七
度
千
六

十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
三

鶴
見
信
号
所
か
ら
五
十
度
千
三
百

三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
四

鶴
見
信
号
所
か
ら
五
十
三
度
三
十

分
千
四
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
五

鶴
見
信
号
所
か
ら
五
十
九
度
三
十

分
三
千
五
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
六

鶴
見
信
号
所
か
ら
六
十
度
三
千
六

百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
七

川
崎
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
四
度

三
十
分
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
八

川
崎
信
号
所
か
ら
二
百
三
十
五
度

三
十
分
五
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
九

川
崎
信
号
所
か
ら
百
六
十
八
度
四

百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
十

度
三
十
分
八
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
一

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら

百
三
十
三
度
三
十
分
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
八
十
二

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
五

十
六
度
三
千
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
三

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
六
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十
二
度
三
十
分
三
千
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

八
十
四

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
六

十
五
度
三
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
五

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
五

十
五
度
三
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
六

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら

百
九
十
三
度
三
十
分
千
二
百
八
十
メ
ー
ト

ル
の
地
点

八
十
七

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら

百
五
十
九
度
七
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
八

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら

百
五
十
七
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
九

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら

百
八
十
八
度
三
十
分
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点

九
十

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
六
十

九
度
九
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
一

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
五

十
七
度
三
十
分
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
九
十
二

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
五

十
四
度
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
三

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
六

十
一
度
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



-36-

改

正

後

改

正

前

第
九
号
表

属
具
表
（
非
自
航
船
以
外
の
船
舶
に
対
す
る
も
の
）
（
第
百
四

第
九
号
表

属
具
表
（
非
自
航
船
以
外
の
船
舶
に
対
す
る
も
の
）
（
第
百
四

十
六
条
の
三
関
係
）

十
六
条
の
三
関
係
）

表

（
略
）

表

（
略
）

備
考

備
考

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
十
六

六

海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
十
条

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
工
事
又
は
作
業
（
同
条
第

第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
工
事
又
は
作
業
（
同
条
第
九

九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ

れ
る
工
事
又
は
作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
船
舶
（
以
下
「
許
可
工

る
工
事
又
は
作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
船
舶
（
以
下
「
許
可
工
事

事
船
」
と
い
う
。
）
に
は
、
第
一
種
緑
灯
又
は
第
二
種
緑
灯
二
個
、
白

船
」
と
い
う
。
）
に
は
、
第
一
種
緑
灯
又
は
第
二
種
緑
灯
二
個
、
白
色

色
ひ
し
形
形
象
物
一
個
及
び
紅
色
球
形
形
象
物
二
個
を
備
え
付
け
な
け

ひ
し
形
形
象
物
一
個
及
び
紅
色
球
形
形
象
物
二
個
を
備
え
付
け
な
け
れ

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緑
灯
は
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緑
灯
は
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ

よ
り
備
え
付
け
る
緑
灯
を
も
つ
て
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
備
え
付
け
る
緑
灯
を
も
つ
て
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

（
略
）

七

（
略
）

八

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
）
第
五
条

八

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
）
第
四
条

の
規
定
に
よ
り
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
と
し
て
指
定
さ
れ
た
船

の
規
定
に
よ
り
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
と
し
て
指
定
さ
れ
た
船

舶
に
は
、
第
二
種
紅
色
閃
光
灯
及
び
紅
色
円
す
い
形
形
象
物
各
一
個
を

舶
に
は
、
第
二
種
紅
色
閃
光
灯
及
び
紅
色
円
す
い
形
形
象
物
各
一
個
を

せ
ん

せ
ん

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
〜
十
四

（
略
）

九
〜
十
四

（
略
）
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（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
異
常
気
象
等
の
通
報
）

（
異
常
気
象
等
の
通
報
）

第
三
条
の
二

（
略
）

第
三
条
の
二

（
略
）

②

船
長
は
、
次
表
上
段
に
掲
げ
る
船
舶
の
航
行
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

②

船
長
は
、
次
表
上
段
に
掲
げ
る
船
舶
の
航
行
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
異
常
な
現
象
に
遭
遇
し
た
と
き
は
、
当
該
異
常
な
現
象
が
存
す
る

の
あ
る
異
常
な
現
象
に
遭
遇
し
た
と
き
は
、
当
該
異
常
な
現
象
が
存
す
る

こ
と
に
つ
い
て
海
上
保
安
機
関
又
は
気
象
機
関
が
あ
ら
か
じ
め
予
報
又
は

こ
と
に
つ
い
て
海
上
保
安
機
関
又
は
気
象
機
関
が
あ
ら
か
じ
め
予
報
又
は

警
報
を
発
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
異
常
な
現
象
の
種
類
及
び
同
表

警
報
を
発
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
異
常
な
現
象
の
種
類
及
び
同
表

下
段
に
掲
げ
る
事
項
を
附
近
に
あ
る
船
舶
及
び
海
上
保
安
機
関
（
日
本
近

下
段
に
掲
げ
る
事
項
を
附
近
に
あ
る
船
舶
及
び
海
上
保
安
機
関
（
日
本
近

海
に
あ
っ
て
は
、
海
上
保
安
庁
）
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

海
に
あ
っ
て
は
、
海
上
保
安
庁
）
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
異
常
な
現
象
に
つ
い
て
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

し
、
当
該
異
常
な
現
象
に
つ
い
て
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
四
号
）
第
二
十
五
条
、
航
路
標
識
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十

七
十
四
号
）
第
二
十
五
条
、
航
路
標
識
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
九
十

九
号
）
第
十
六
条
、
水
路
業
務
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）
第

九
号
）
第
十
六
条
、
水
路
業
務
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）
第

二
十
条
、
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
条

二
十
条
、
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
条

第
二
項
又
は
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第

第
二
項
又
は
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
海
上
保
安

三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
海
上
保
安

庁
に
対
す
る
通
報
は
、
要
し
な
い
。

庁
に
対
す
る
通
報
は
、
要
し
な
い
。

表

（
略
）

表

（
略
）

③

（
略
）

③

（
略
）
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（
航
路
標
識
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

航
路
標
識
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
当
該
各
号
に

３

管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
限
を
当
該
各
号
に

掲
げ
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
の
長
に

掲
げ
る
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
の
長
に

行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
章
並
び
に
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
法

一

法
第
二
章
並
び
に
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
法

第
十
九
条
第
三
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
の
省
令
（
第
二

第
十
九
条
第
三
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
の
省
令
（
第
二

十
八
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限

当
該
航
路
標
識
（
海
上
交

十
八
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
権
限

当
該
航
路
標
識
（
海
上
交

通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規

通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
同
法
を
適
用
す
る
海
域
に
設
置
す
る
も
の
及
び
当
該
海
域
以
外

定
す
る
同
法
を
適
用
す
る
海
域
に
設
置
す
る
も
の
及
び
当
該
海
域
以
外

の
海
域
に
設
置
す
る
第
一
条
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

の
海
域
に
設
置
す
る
第
一
条
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
又

も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
に
係
る
場
所
を
管
轄
す
る
海
上
保
安
監
部
又

は
海
上
保
安
部

は
海
上
保
安
部

二

法
第
三
章
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
法
第
十

二

法
第
三
章
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
（
法
第
十

九
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
二
十
四
条
並
び
に

九
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
法
第
二
十
三
条
並
び
に

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
権
限

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
通
報
等
）

（
通
報
等
）

第
五
条
の
十

（
略
）

第
五
条
の
十

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

２

前
項
に
規
定
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定

、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
報
告
、
海
上
交
通
安
全
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通

に
よ
る
報
告
、
海
上
交
通
安
全
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通

報
又
は
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条

報
又
は
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条

第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く

第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
た
と
き
は
、
当
該

は
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
た
と
き
は
、
当
該

報
告
又
は
通
報
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す

報
告
又
は
通
報
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

小
型
船
舶
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
航
海
用
具
の
備
付
け
）

（
航
海
用
具
の
備
付
け
）

第
八
十
二
条

小
型
船
舶
（
係
留
船
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

第
八
十
二
条

小
型
船
舶
（
係
留
船
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
は
、
次
の
各
号
の
表
に
定
め
る
航
海
用
具
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

。
）
に
は
、
次
の
各
号
の
表
に
定
め
る
航
海
用
具
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
沿
岸
小
型
船
舶
等
又
は
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
沿
岸
小
型
船
舶
等
又
は
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と

す
る
小
型
船
舶
で
あ
つ
て
昼
間
の
み
を
航
行
す
る
も
の
に
は
、
マ
ス
ト
灯

す
る
小
型
船
舶
で
あ
つ
て
昼
間
の
み
を
航
行
す
る
も
の
に
は
、
マ
ス
ト
灯

、
舷
灯
、
船
尾
灯
、
停
泊
灯
、
紅
灯
、
黄
色
閃
光
灯
、
引
き
船
灯
、
緑
灯

、
舷
灯
、
船
尾
灯
、
停
泊
灯
、
紅
灯
、
黄
色
閃
光
灯
、
引
き
船
灯
、
緑
灯

げ
ん

せ
ん

げ
ん

せ
ん

及
び
白
灯
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

及
び
白
灯
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

非
自
航
船
（
推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有
し
な
い
小
型
船
舶
を
い
う
。

一

非
自
航
船
（
推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有
し
な
い
小
型
船
舶
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
ろ
か
い
舟
以
外
の
小
型
船
舶
に
対
す
る
も
の

以
下
同
じ
。
）
及
び
ろ
か
い
舟
以
外
の
小
型
船
舶
に
対
す
る
も
の

航
海
用
具

数
量

摘
要

航
海
用
具

数
量

摘
要

の
名
称

の
名
称

近
海
以

沿
海
区

平
水
区

近
海
以

沿
海
区

平
水
区

上
の
航

域

域

上
の
航

域

域

行
区
域

行
区
域

汽

帆

汽

帆

汽

帆

汽

帆

汽

帆

汽

帆

船

船

船

船

船

船

船

船

船

船

船

船

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

海
上
交
通
安
全
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ

六

海
上
交
通
安
全
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
る
こ
と

と
を
要
す
る
工
事
又
は
作
業
（
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ

を
要
す
る
工
事
又
は
作
業
（
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
工
事
又
は

許
可
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
工
事
又
は
作

作
業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
小
型
船
舶
（
以
下
「
許
可
工
事

業
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
小
型
船
舶
（
以
下
「
許
可
工
事
船
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船
」
と
い
う
。
）
に
は
、
第
一
種
緑
灯
又
は
第
二
種
緑
灯
二
個

」
と
い
う
。
）
に
は
、
第
一
種
緑
灯
又
は
第
二
種
緑
灯
二
個
、

、
白
色
ひ
し
形
形
象
物
一
個
及
び
紅
色
球
形
形
象
物
二
個
を
備

白
色
ひ
し
形
形
象
物
一
個
及
び
紅
色
球
形
形
象
物
二
個
を
備
え

え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緑
灯
は
、
第
三
号
又

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緑
灯
は
、
第
三
号
又
は

は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
緑
灯
を
も
つ
て
兼
用
す

第
四
号
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
緑
灯
を
も
つ
て
兼
用
す
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

七

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
）

七

海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
）

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
と
し
て

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
と
し
て

指
定
さ
れ
た
小
型
船
舶
に
は
、
第
二
種
紅
色
閃
光
灯
及
び
紅
色

指
定
さ
れ
た
小
型
船
舶
に
は
、
第
二
種
紅
色
閃
光
灯
及
び
紅
色

せ
ん

せ
ん

円
す
い
形
形
象
物
各
一
個
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

円
す
い
形
形
象
物
各
一
個
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
〜
十
四

（
略
）

八
〜
十
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
航
行
指
導
室
及
び
交
通
管
理
室
並
び
に
航
行
安
全
企
画
官
）

（
航
行
指
導
室
及
び
交
通
管
理
室
並
び
に
航
行
安
全
企
画
官
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

第
五
十
三
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

交
通
管
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

交
通
管
理
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る

二

船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る

情
報
に
基
づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
、

情
報
に
基
づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
、

同
法
第
三
十
九
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び
同
法
第
三
十
九
条
第
四
項

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び
同
法
第
三
十
七
条
第

（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

四
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

三

港
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

三

港
則
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
信
号
、
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
信
号
、
同
法
第
三
十
六

（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

よ
る
通
報
、
同
法
第
三
十
八
条
第
四
項
（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
報
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
四
十
一
条

定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法

る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
並
び
に
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
職
権
（
同
法
第
五
条

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
、
第
十
条
（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

、
第
二
十
五
条
並
び
に
第
四
十
条
（
同
法
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
職
権
に
限
る
。
）
の
行
使
に
関
す

る
こ
と
。

四

海
上
交
通
安
全
法
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三

四

海
上
交
通
安
全
法
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三

条
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
二
条
及
び

条
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三

規
定
に
よ
る
通
報
、
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
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十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一

報
の
提
供
、
同
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び

項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
並
び
に
同

に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五
〜
八

（
略
）

五
〜
八

（
略
）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

別
表
第
六
（
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
）
（
第
百
十
九
条
関
係
）

別
表
第
六
（
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
）
（
第
百
十
九
条
関
係
）

所
轄
管
区
海
上
保

名
称

位
置

所
轄
管
区
海
上
保

名
称

位
置

安
本
部

安
本
部

第
三
管
区
海
上
保

東
京
湾
海
上
交
通
セ

横
浜
市

第
三
管
区
海
上
保

東
京
湾
海
上
交
通
セ

横
須
賀
市

安
本
部

ン
タ
ー

安
本
部

ン
タ
ー

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
十
五
（
本
部
の
事
務
所
の
所
掌
事
務
）
（
第
百
二
十
条
関
係
）

別
表
第
十
五
（
本
部
の
事
務
所
の
所
掌
事
務
）
（
第
百
二
十
条
関
係
）

本
部
の
事
務
所

所
掌
事
務

本
部
の
事
務
所

所
掌
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

一
・
二

（
略
）

海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

一
・
二

（
略
）

三

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
第
一

三

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
第
一

号
の
船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収

号
の
船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収

集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る
情
報
に
基

集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る
情
報
に
基

づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規

づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
三
十
九
条
第
三

定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
三
十
七
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び
同
条
第
四
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項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
務

項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
務

四

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
港
則

四

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
港
則

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信

法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

号
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
の

る
信
号
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

受
理
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

報
の
受
理
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十

項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧

、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報

の
徴
収
に
関
す
る
事
務

告
の
徴
収
並
び
に
同
法
第
四
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
職
権
（
同
法
第
五
条
第
二
項
及

び
第
三
項
、
第
七
条
、
第
十
条
、
第
二
十

一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
五

条
並
び
に
第
四
十
条
に
規
定
す
る
職
権
に

限
る
。
）
の
行
使
に
関
す
る
事
務

五

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
海
上

五

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
海
上

交
通
安
全
法
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第

交
通
安
全
法
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第

三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指

三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指

示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
二

示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十

条
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報

二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理
、
同
法

の
受
理
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の

情
報
の
提
供
、
同
法
第
二
十
九
条
の
三
第

提
供
、
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同
条
第

に
よ
る
勧
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す

る
報
告
の
徴
収
並
び
に
同
法
第
三
十
五
条

る
事
務

の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
す
る
事
務

六
〜
十

（
略
）

六
〜
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
中
別
表
第
六
の
改
正
規
定
は
、
平

成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


